
はじめに

　ドイツでは、２０００年に始まるPISA テストにおいて
国家の教育成果の予想外の低迷が明るみに出たこと
に起因する、いわゆる「PISAショック1」以降、「文
教政策的なパラダイム・チェンジ 2」が起こる。そこ
では、具体的な成果に照らして把握されるべきある種
の問題解決能力として理解される「コンピテンシー概
念（Kompetenzbegriff）3」を軸にした教育内容のス
タンダード化（Standardisierung）による教育制度の
包括的な改革が本格的に取り組まれるようになるので
ある。爾来、かれこれ１５年が過ぎ、時の実証主義
的教育学研究の興隆とも相まって、獲得された知識や
各種能力などのテストによる検証に重点を置く、いわば
出口管理による教育、アウトプット志向の教育という発
想は、学力をめぐる各種の格差の縮小という客観的
成果にも裏付けられつつ、制度的にもほぼ定着してき
たかにみえる 4。しかし、それは、この間、教育改革
の方向性や動向をめぐる議論が沈静化したことを意味
するものではいささかもない。むしろ、教育改革の旗印

（「教育政策的変革の基礎 5」）ともいえるコンピテン
シー概念や「ビルドゥンク（Bildung）」と呼ばれ、日
本語では「教育」とも「教養」とも「人間形成」とも

「陶冶」とも訳されるドイツに伝統的な教育概念をめぐ
る論争は、さらに紛糾する様相をみせている。それは、
この間、これらの概念を問い直し、あるいは擁護する
目的で書かれた夥しい数の著作や論文のリストに一瞥
をくれるだけでもたちどころに明らかになろう6。もし、こ
うした改革の動向と展開が全く疑う余地のないもので、

矛盾を孕むものでなかったならば、これほどの動揺と
反発を引き起こすことはなかったはずである。
　 そうし た 混 乱 の 一 端 を 如 実 に 伝 える の
が、一連の教育改革の中でますますその周縁化

（Marginalisierung）に拍車が掛かりつつある「芸
術教科」、美術や音楽などの、いうところの「美的・
感性的諸教科（Ästhetische Fächer）7」における
議論である。そこでは、アレルギー的な拒絶反応や
原則的反対の立場から、理論的妥協の姿勢、中道
路線、さらには教科の生き残りをかけて遅ればせなが
ら半ば強引にでも潮流に乗ろうとする論調まで、１０数
年を過ぎて、賛否両論の状態には未だに変わるところ
がない 8。しかも、その論争は、単に論者を特定の陣
営に振り分けて捉えることができるほどシンプルなもので
はなくなっており、その内部での足の掛け方は極めて
多様であるように思われる。しかし、それだけに、そこ
での「あえぎ」にこそ、先の教育改革の「ひずみ」
や「ゆがみ」の一端が顕在化してきているものとみる
ことができるのではないだろうか。だとすれば、そこで
の展開やディスクールを整理し、批判的に吟味するこ
とは、ひいては、先の「Bildung」概念や、現行の
教育改革のキー概念である「コンピテンシー」それぞ
れのあり方や関係についてはもちろんのこと、教育改
革の動向自体について今一度批判的な距離をおいて
反省する一助になるのではないだろうか。というわけで、
本論では、２００３年以降最近年にいたるまでの芸術
科（das Fach Kunst）における展開を例にとりつつ、
そのスタンダード化の試みにまつわる諸問題を通して、
美的・感性的教育の視点から、現行の教育改革の
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まった時代であった 11。もっともクラフキの指摘は、現
実にはそうではない状況に対する警告だったとも読みう
るが、しかし、２０年近い時間を隔てて、今日、美的・
感性的諸教科の関係者が抱く危機意識には、明らか
に別次元の緊張感が感じられる。
　それは、現在生じてきている一連の出来事に、先
の教育改革の指針からほぼシステマティックに帰結し
てきている側面があることに加え、上記の展開が、単
に公教育のシステム内における特定教科の認知といっ
た狭義の問題を越えて、学校教育のシステム全般に
およぶ改変はもちろんのこと、大学改革まで含めた広
い意味での教育改革の潮流と結びついているという認
識から来ているように思われる。しかも、それは故なき
ことではなかった。

　近年、ドイツにおける教育改革の全般に対し、果
敢に批判を行っている著名な人物に、ユリアン・ニ
ダ＝リュメリン（Julian Nida-Rümelin）がいる。ミュ
ンヘン大学の哲学科に講座を持つニダ＝リュメリン
は、かつて２００１年よりシュレーダー政権下で文化
大臣（Kulturstaatsminister）を勤めた経歴を持
ち、以来、狭義での学術研究の領域を越え、政治
や文化行政の諸問題にも積極的にコミットすることで
知られている哲学者である。自らの専門である哲学
領域における夥しい著作の一方で、現行の教育改
革に関しても矢継ぎ早に著作を出版し 12、警鐘を鳴ら
して飽くことがない。ニダ＝リュメリンは、１９世紀初頭
以来のドイツにおける教育改革の歴史を振り返り、そ
れらに比して、過去１５年から２０年に渡る改革には
何にも増して「文化的な根幹理念（eine kulturelle 
Leitidee）」が欠如していると繰り返し指摘する。そ
こでは、かつて啓蒙主義の時代に掲げられた「自
己規定に基づく自由な個人」を理想する「人格形成

（Persönlichkeitsbildung）」といった理念にかわっ
て、もっぱら「雇用可能性（employability）」が全
面に踊りだしてきているという。ニダ＝リュメリンは、そ
こに「Bildung」の自己目的性格が根幹にあった教
育哲学的な伝統との「ラディカルな断絶」をみてい
る。教育活動を通じて獲得された能力を確認すること
も、職業との関連性も、それぞれ重要であることには
変わりはないが、それは「Bildung」の目的それ自体
をなすものではない。なぜなら「Bildung」は、「外
的な諸目的の道具ではなく、内在的に価値あるもので

問題点を指摘するとともに、その改善の可能性につい
て展望してみたいと思う。

第１章　「PISAショック」以来の教育改革と美的・
感性的諸教科の周縁化

　いわゆる「美的・感性的諸教科」が、その香り高
い大義名分、高邁にして遠大な理想にもかかわらず、
こと現実的な教育政策の議論ともなると、言葉少な
に忙しなく片付けられ議論の背後に追いやられるのは、
恐らく新しい話ではない。授業時間の相次ぐ削減に
対する批判は、これらの教科に関わる者たちにとって
はむしろ伝統的なレパートリーの一つと化しているとさえ
言ってよい。ここで語られている周縁化に新しいものが
あるとすれば、それが現行の教育改革の新しいドクトリ
ンとその波及にその大きなはずみを得ているという点で
あろう。

　ところで、１９９０年代初頭、精神科学的教育
学の流れを汲む教育学者ヴォルフガング・クラフ
キ（Wolfgang Klafki）は、「 美 的・感 性 的 教 育

（Ästhetische Bildung）9」に関して、その「美的・
感性的な知覚（Ästhetische Wahrnehmung）」と

「美的・感性的造形（Ästhetisches Gestalten）」
の教育的意義に鑑みて、「一般教育としての教育
の 必 須 の 要 素（ein notwendiges Moment als 
Allgemeinbildung）」として位置づけ、改めて学校
教育のシステムの中にあって占めるべきその場所を示
した。クラフキによれば、美的・感性的教育は「現
実や、表象可能でオルタナティブとなる様々な可能性
の知覚ないしは経験と、造形化に関する自立的で固
有の価値を持ったある方法」であり、「美的・感性
的な知覚と実践を、その自立性と固有の価値におい
てアクセス可能にすることは、正しく理解された今日の
一般教育の課題の一つ」である。こうして美的・感
性的教育の意義をそのアクチュアリティにおいても高く
評価するクラフキは、これら諸教科を「副次的な教
科（Nebenfächer）」に貶めるような学校は「非人間
的な学校（eine inhumane Schule）」である、とま
で言い放ってみせた 10。時あたかも、ドイツの教育学
研究の中でにわかに美的・感性的教育への関心が高
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対して教育スタンダードを漸次導入することを決議する
ものの、そこでもやはりそれ以外の学科に対するスタン
ダード化は予定されていなかった。
　しかし、折からの実証主義的教育研究の興隆と進
展する教育改革の中で、教育スタンダードをめぐる議
論は、もともとの意図を越えて、思わぬ影響を及してい
くことになる。KMK による特定教科の選定は、すで
にそれに先立って形成されていた「主要教科」とそ
れ以外の周辺教科というヒエラルキーをさらに一層強
化することに繋がっていくのである16。そして、そのプ
ロセスで、あたかもスタンダードを持たない教科の存在
意義が失われていくかのように受け止められるようにな
る17。
　例えば、ミュンヘンにあるバイエルン州の「学
校 の 質 および 教 育 研 究 所（Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung：以下 ISB）」
のホームページから「KMK のスタンダードを持たない
諸教科」という項目を取り出して一瞥するだけでも、そ
うした傾向の一端を垣間見ることができる。そこでは、
財源上の問題から、すでに教育スタンダードが導入
されている教科を越えてスタンダード化を広げることは
考えられていないことが断言されており、その一方で、

「Bildung」は、一部の教科における調査可能なコン
ピテンシーの獲得以上のものであること、倫理学や社
会科学、芸術や音楽などの教科（「KMK のスタンダー
ドを持たない緒教科」）は、人格の形成や社会的共
生の観点において「Bildung」に特別な寄与を果た
すものであることが明記されてはいる。しかし、それに
続くパラグラフでは、コンピテンシー志向による教育スタ
ンダードという理念は「原則としてあらゆる教科に転用
可能」であるとも書かれており、さらに、教科の「近
代的な発展への接続」を失うことを恐れ、KMK の意
図とは別に、スタンダードを持たない教科に携わる者た
ちによってすでに様 な々場所で自発的な活動が端緒に
ついていることも触れられており、期待されるべき今後
の展開が暗にほのめかされているのである18。
　一連の「PISA テスト」に関して、ニダ＝リュメリン
が危惧した危険性が、ここでは、国家的教育スタンダー
ドの設置という懸案を通して現実のものになっている19。
すなわち、クリーメ鑑定書は、執筆者らの間で具体的
に意識されていたかどうかは別として、あるメッセージを
発しているものとして受けとられることになるのである。実
際、鑑定書は、教育スタンダードの機能について、そ

あり、それ自体を目的としてその獲得にむけて努力され
なければならないもの」だからである。しかるに、ボロー
ニャ・プロセス（1999）と「PISA テスト」以降の一
連の教育改革では、「Bildung」は「労働市場に
おける活用可能性（die Verwertbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt）」という経済的な目的のための道具
に成り下がってしまっている 13。そして、ニダ＝リュメリ
ンは、まさにこうした教育改革の展開の「危険な」兆
候の端的な現れの一つとして、芸術教育の存在意義
の急速な喪失、わけても「PISA テスト」以降におけ
るそれらの授業時間の明白な量的縮小を挙げている
のである14。

第２章　「美的・感性的諸教科」とスタンダード化

（１）『クリーメ鑑定書』とその余波
　さて、ドイツにおける国家教育スタンダードの方向
付けにあたって決定的な役割を果たし、現行の教
育改革の拠り所の一つとして最もポピュラーな資料に、
２００３年連邦教育研究省（Bundesministerium 
für Bildung und Forschung）の委託に基づいて
エックハート・クリーメ（Eckhard Klieme）らが草した

『国家教育スタンダードの開発に関する鑑定書（Zur 
Entwicklung nationaler Bildungsstandards. 
Expertise）』がある。いうところの『クリーメ鑑定書』
である。様々な問題が指摘されつつも、現行の改革
に賛同する論者はもちろん、批判する立場の人々にも
絶えず参照され続けている。その中で、よきスタンダー
ドのメルクマールについて解説している箇所に次のよう
な一節がある。「スタンダードは、教育領域や教科の
全ての広がりをその枝葉末節にいたるまで覆うようなも
のではなく、ある核となる領域（einen Kernbereich）
に傾注する 15」。少なくともこの一節を読む限りでは、
悉く全ての教科にスタンダード化を導入する意図は当
時の連邦教育研究省にはなく、したがって、学校にお
けるすべての教科の教育活動をコンピテンシー概念や
コンピテンシー・モデルによって統御することはひとまず
考えてはいなかったことが分かる。そして、２００３年以
来、各州文部大臣会議（Kultusministerkonferenz:
以下 KMK）は、ドイツ語、数学、外国語としての英
語とフランス語、物理、生物学、化学の自然科学に
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を掲げ、「受容（Rezeption）」と「生産（Produktion）」
を教育スタンダードのためのコンピテンシー領域とした
上で、前者に対し「知覚（Wahrnehmen）」「描
写（Beschreiben）」「 分 析（Analysieren）」「 感
受（Empfinden）」「解釈（Deuten）」「価値評価

（Werten）」の分野、後者には「生産（Herstellen）」
「 造 形（Gestalten）」「 活 用（Verwenden）」「コ
ミュニケーション（Kommunizieren）」の分野を体系
的に割り振り、設定している。その上で、芸術科にお
いては、これらのスタンダードが「画像コンピテンシー

（Bildkompetenz）の基本的な発展と確保、ならび
に画像への関心と喜びの促進に本質的な貢献」を
果たすことが期待されているのである 24。これは、芸
術科にとって、理論的に導きだされた最初のコンピテン
シー・モデルであった 25。
　
　上記の最後の引用部分からもすでに明らかであるよ
うに、「画像コンピテンシー」という概念は、上述の教
育内容のスタンダード化という文脈において、芸術科
に固有の専門的コンピテンシーとして、「主導的な教
科専門的教育目標として 26」、にわかに脚光を浴びる
ことになってくるものである 27。電子コミュニケーション・
メディアの飛躍的な発達に伴い、電子画像が生活の
いたる場面を席巻し、あたかもそうした画像によるコミュ
ニケーションが「意思疎通手段としての言語を追い越
し、取って代わろうとする」かに見える時代である。こ
うした画像と向き合い、理解し、受容し、操作する能
力を「文化コンピテンシーの本質的にして不可欠な構
成要素」とみなし、その育成を半ば独占的に課題に
掲げることで、教科のイメージをリニューアルし、その
アクチュアリティを高めるべく、そして何より現行の教育
改革のドクトリンに沿う発想として、このキーワードに期
待がかけられたとしても不思議はない 28。
　ところで、「Bild」というドイツ語は、そのシャー
プな響きとは裏腹に極めて多義的な概念であり、
「Bildkompetenz」というキーワードも、同様にその
響きほど分かりやすい概念ではない。まず「Bild」は、「絵

（picture）」と「イメージ（image）」の両方を含む
極めて広い意味を持つものであり29、それゆえ、精神
の内部に生じる内的なものにも、外部に客観化された
表現や造形にも等しくあてはまる。
　ここに関わるコンピテンシーを「Bildkompetenz」と
して捉える考え方として、たとえばチェコの記号学者

れは一言でいうならば「我々の学校システムにおいて問
題であるところのもの（要諦）を、明確かつ凝縮され
たかたちで浮き彫りにする（herausarbeiten）20」こと
であると明言してはばからない。そして、スタンダードと
は「一般的な教育目標を取り上げる」ものであり、「子
どもたちや若者たちがある特定の学年までに少なくともど
んなコンピテンシーを獲得しておかなければならないかを
規定するものである。そのコンピテンシーは、課題設定
が可能で、原則的にテストの手続きによって把握されう
るように、具体的に記述される21」と書かれている。ま
さにそれゆえに、読み方によっては、テスト形式によっ
て把握しうるものこそが学校教育にとって真に重要なも
のであり、そうでない教育内容はそれほど副次的なも
のにすぎないという早合点した解釈を許容するような可
能性を許してしまっているのである。そして、そのこと
が、本来教育スタンダードが要求されていなかった教
科に対しても、性急な対応（＝適応）を促すことになる。
というのも、オフィシャルに「副次的な教科」として認
定された場合、当該教科は予算や研究助成をはじめ、
多くの側面での著しい不利益を被ることが予想された
からである22。
　

（２）芸術科における教育スタンダード導入の試みとそ
の挫折
　さて、上記に触れた ISB のホームページ上で、ス
タンダードを持たない諸領域における自発的な活動
の一例として取り上げられているのが、２００５年に
ザールブリュッケンで開催された「ドイツ芸術教員連
盟（Der Bund Deutscher Kunsterzieher e.V. 

：以下 BDK）」の大会におけるワーキンググループ
の結成についてである 23。BDK は、その成果に基
づいて、２００８年にはエアフルトにおける総会におい
て、「中級学校修了証のための芸術科における教育
スタンダード（Bildungsstandards im Fach Kunst 
für den mittleren Schulabschluss）」を満場一致
で採択している。そこでは、KMK の教育スタンダード
の理念に沿う仕方で、「教科および自己コンピテンシー

（Fach- und Selbstkompetenz）」「方法コンピテン
シー（Methodenkompetenz）」「社会コンピテンシー

（Sozialkompetenz）」「自己および方法コンピテンシー
（Selbst- und Methodenkompetenz）」「自己コンピ
テンシー（Selbstkompetenz）」の５つのコンピテンシー
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アルな表象を生み出したり、記述したり、提示したりす
る諸活動を、狭義の「Bildkompetenz」として捉え、
その内容を差異化してみせるのである31。
　これに対し、BDK の定義は、そのキーワードの採
用にもかかわらず、必ずしもこうした「Bild」の複雑
な存在様態やそれに関する認知科学の成果を厳密に
反映したものとはなっていないように思われる。その実、
そこでは「Bild」は「二次元的あるいは三次元的な
諸対象、人工物、視覚的に刻印された諸情報、視
覚的経験のプロセスや状況 32」と簡潔に定義されて
いるにとどまっている。本論では、こうした BDK の捉
え方に見られるような限定され比較的平板化された理
解に沿うものとして、「Bildkompetenz」にさしあたり「画
像コンピテンシー」という訳語をあてがっておくことにす
る。

　さて、BDK による教科教育スタンダードは、その意
欲的な取り組みにもかかわらず、広範な支持を集め
るに至ることなく終わる 33。早くもBDK 議決の翌年の
２００９年には、フレンスブルク大学のマンフレート・ブ
ローム（Manfred Blohm）が、同連盟の機関誌上
で批判の声を上げている。BDK の提案は、その一
般的な記述自体においては、国の教育スタンダードの
理念に沿うものであるにせよ、そこでは、子どもたちや
青少年がすでに家庭環境や日常の生活で獲得してい
るようなコンピテンシーまでが平然と並べられてしまって
いるという。これに対し、ブロームは、前出のポズナー
やフーバーの議論に依りながら、芸術科の教育理念
として必要なことは、画像コンピテンシーを全て数え上
げることでも、一般的なコンピテンシーを促進することで
もなく、「すでにある諸コンピテンシーを芸術教育的な
ポテンシャルにおいて押し拡げ、生徒たちがすでに持
ち来らせている画像コンピテンシーの新しい可能性を
発見し、発展させるように彼らに動機付けを与えること
34」であると主張し、BDK の教育スタンダード案に代
わる１０の画像コンピテンシーの領域を提案する。いず
れにしても、こうした状況は、結果として複数のスタン
ダード案やコンピテンシー・モデルが乱立する結果を導
き、さらなる混乱に拍車をかける要因となる35。

（３）混乱の要因と背景
　次に、その一例を二つの州の学習指導要領の記

であるロラント・ポズナー（Roland Posner）の研究
が挙げることができる。ポズナーは、言語学的な意味
でのコミュニケーションにも、美術史的なものにも偏らな
いで、日常生活での現象まで含めた実用的な視点か
ら広く「Bild」の問題を取り扱うことを主張しつ、そ
れらとの関わり方をめぐって、相互にヒエラルキーをな
す１０段階のコンピテンシーを設定する。これは、対
象を何かある対象として単に認めることができるにとど
まる最も初歩的な認知段階である「知覚的コンピテ
ンシー（Perzeptuelle Kompetenz）」に始まり、ひ
いては、描かれ表現されている対象がフィクションとし
てであるのか、現実のものとしてであるのかを理解し
ながら受け止め、関わり、使用することのできる「様
態的コンピテンシー（Modale Kompetenz）」までを
含むものとなっている。これらのコンピテンシーの根底
にある精神の働きの中には、言語や音楽、その他の
メディアとの関わりにおいても相通じるものが含まれて
おり、それゆえに厳格に相互に対峙するものと見なさ
れてはならないものの、「Bildkompetenz」は、な
お言語学コンピテンシーとも音楽コンピテンシーとも
異なる独自の領域として理解されている 30。さらに、

「Bildkompetenz」について考える有益な視座を提
供している者に、認知科学理論におけるコネクショニ
ズムの立場から「Bild」の問題に取り組んでいるハンス・
ディーター・フーバー（Hans Dieter Huber）がいる。
従来認知科学において主流を成していた「再現理
論（Repräsentationstheorie）」に典型的に見られ
るような「Bild」を静的なものとして捉える支配的傾向
を批判し、フーバーは、むしろ脳内部における同時的
相互作用によって生じる「時間的存在」であると考え、
その「時間的性格」を強調する。その一方で、「Bild」
の認知をもっぱら個人的な体験として理解しようとする
一般的な傾向をも論難し、むしろその社会的・政治的・
経済的・文化的規定性を力説する。フーバーによれば、
芸術家にとっての難しさは、それゆえ、こうした「メディ
ア装置の文化性、社会性、慣習性から自らを解き放ち、
確かに存在しはするが使用されたことのない資源とし
てこれまで見過ごされてきた数々の可能性を発見する
ことにある」という。しかし、まさにここから「Bild」と
の芸術的な関わり方の意義も導出されることになる。ま
た、脳の自己刺激によるイメージの産出能力をビジュ
アル・コンピテンシーの起源として位置づけ、こうして、
公的なものとして人の目に触れうる媒体においてビジュ
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術 教 育（Kunsterziehung）」「 美 学（Ästhetik）」
の７つの名称があり、これまでかつて統一的な教科名
が存在したことはない。しかも、それらはいずれも各州
独自の教育的伝統に彩られている。それぞれの大学
や教育大学における講座名となると、事態はさらに多
様である。ドイツ語圏を全体としてみると、ヘッセン州
やノアトライン−ヴェストファーレン州など７州で使用され
ている「芸術」、オーストリアの「画像的教育」、スイ
スやニーダーザクセン州の「像的造形」、ベルリンや
ハンブルクの「造形芸術」、メックレンブアク−フォアポ
マーン州の「芸術と造形」、バイエルンやザクセン−ア
ンハルト州の「芸術教育」、ブレーメン州の「美学」
があり、またパッサウ大学には「美的・感性的教育

（Ästhetische Bildung）」という講座、ニュールン
ベルク大学には「芸術教授学（Kunstpädagogik）」、
バンベルク大学には「芸術の教授（Didaktik der 
Kunst）」があり、しめて１０もの講座名が乱立してい
るのが現状である。こうした状況をめぐる批判的議論
も、最後には互いの違いを確認して終わることがしば
しばであるという37。このような芸術科を取り巻く制度
的・歴史的状況は、もとより教科としてのコンセンサス
づくりを極めて困難なものにしている。まして、何を持っ
て美的・感性的教育のコンピテンシーとするかといっ
た議論となると、なおさらであろう。クリーメ鑑定書は、
教育プロセスを組織し、成果について期待されるべき
内実を具体化するにあたって、「潜在的なコンセンサス

（latenter Konsens）を同定すること」と「教育活
動をコンピテンシーの発展とコンピテンシー・モデルへと
意図的に方向付けること」の二つをその方途として挙
げているが 38、芸術科に関しては、まさにこの第一の
作業過程においてすでに大きな壁に突き当たってしまっ
ていることになる。
　ビアクナーとツァップによれば、実証主義的研究の
伝統的欠如も、芸術科がスタンダード化の議論に接続
できないでいる要因である。確かに児童画の研究をは
じめとする描画の発展過程については、かなり充実し
た実証主義的研究があるものの、子どもたちが前提と
して持っている諸条件についての研究や、色彩との
関わり、立体造形の能力の発展、学習過程に関する
研究となると、あまり知られておらず、また教科固有の
実証主義的な研究を行うための十分な方法論も確立
されていない。加えて、スタンダード策定に対する教
科担当教員の間にある根強い不信感も阻害要因とし

述に見てみることにしよう。たとえば、ニーダーザクセ
ン州では、「コミュニケーション（Kommunizieren）」
「学習戦略の獲得（Lernstrategien erwerben）」
「価値判断と評価（Beurteilen und Bewerten）」
「知覚（Wahrnehmen）」「像的造形（Bildhaftes 
Gestalten）」「 文 化 史 的 コンテクストの 産 出

（Herstellen kulturhistorischen Kontexte）」 がコ
ンピテンシーの領域とされているのに対し、ザーランド
州では「自らの造形理念の発見、自らの考えや感情、
体験のあれこれを形態へともたらすこと、そして他者の
それを正当に評価すること」が一括りにされ一つのコ
ンピテンシーとして扱われている。クラウディア・ビアク
ナー（Claudia Birkner）とカトリン・ツァップ（Katrin 
Zapp）によれば、こうした混乱は「望まれるべきコンピ
テンシー」と「本質的なコンピテンシー」、「教科の不
可欠なコンピテンシー」を互いに区別することがそもそ
も芸術科のサイドからは困難であるということに起因す
るという36。

　ところで、ビアクナーとツァップは、芸術科がコンピ
テンシー志向のスタンダード化に対して抱え込む困難
に関し、これまでの話に加え、教科対象の構造それ
自体や、諸教科のまとまりの中で芸術科が占める位置、
教科教育学の自己理解や研究の伝統の成果の中にも
さらなる要因を見いだしている。それは、芸術科がそ
の教科名に掲げる「芸術」とはそもそも何であるのか、
という定義をめぐる問題（永遠の論争）に始まり、多
くの関連学問（Bezugsdisziplinen）の存在という問
題までが含まれている。ちなみに、そうした学問として
は、造形芸術、美術史、美術理論、コミュニケーショ
ン学（Kommunikationswissenschaft）、建築やデ
ザインなどが挙げられるが、近年では、さらにここにイ
メージ学（Bildwissenschaft）なども加わってくる。し
たがって、論者の足の掛け方次第では、教科として
の目的やコンピテンシー理解に関して開きが出てくるこ
とは想像に難くない。
　また、歴史的・制度的背景も無視できないファ
クターとして考慮されている。連邦制を反映した各
州独自の教科名について考えてみたい。それに
は、知られているだけでも「芸術（Kunst）」「画
像的教育（Bildnerische Erziehung）」「像的造形

（Bildnerisches Gestalten）」「造形芸術（Bildende 
Kunst）」「芸術と造形（Kunst und Gestaltung）」「芸
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「教科内容」をないがしろにする傾向において批判さ
れもする所以にもなっているのではないだろうか 41。

　こうした展開の中で注目に値するのが、ザール音楽
大で音楽教育を担当するクリスチャン・ロレ（Christian 
Rolle）のスタンスである。ロレの議論は、正面から

「Bildung」の内実を問うものにはなっておらず、また
もっぱら音楽教育の観点から論を展開しているものの、
一貫して教科特性への熟慮からスタンダード化の問題
にコミットしており、そこでの議論は、音楽教育の問題
を超えて広く美的・感性的諸教科全般に関わる射程
を持っているように思われる。それゆえ、現行の教育
改革のあり方を問い直す視座の一つとしてここに紹介
したい。

　かつて８０年代後半から９０年代初頭にかけてクラ
ウス・モレンハウアー（Klaus Mollenhauer, 1928-
1998）によって持ち込まれ、とりわけ芸術系の諸教科
から激しい反発を引き起こすことになった議論に、学
校における「美的・感性的教育」の可能性に対す
るペシミスティックな判断があった。それは、１９８８年
のモレンハウアーの論考「美的・感性的教育は可能
か 42」に始まっている。次いで９０年の別の著作では、
美的・感性的な作用の豊饒さは認めつつも、モレンハ
ウアーは、それを「教育のプロジェクトにおける嵩張る
荷（Sperrgut）」とみなし、諸芸術ともども、そうした
作用を教育のプロジェクトに統合するには「教育の木
箱（Kiste）に納まるように、切り刻まれなければなら
ない 43」と言ってのけるのである。その上で、学校に
おける美的・感性的教育の課題を、美的・感性的経
験ではなく、自らが「美的・感性的識字化（Ästhetische 
Alphabetisierung）44」と名付ける美的・感性的な
シンボルのリテラシーの獲得、文化的・歴史的コード
の習熟と解読能力の育成に制限しようとする。ロレは、
こうした美的・感性的諸教科の意義や役割の切り詰め

（誤った負担軽減策）に対しては厳しい批判の言葉
を投げかける一方で 45、「美的・感性的教育」をい
たずらに神秘化する言説からも一線を画そうとする 46。
その意味では、かつてモレンハウアーと激しい論戦を
展開させたこともあるグンター・オットー（Gunter Otto, 
1927-1999）47 に連なるポジションにあるといえる。
　ロレにとって、そもそも美的・感性的教育が可能で
あるか否かは、あくまで学校が自らを「美的・感性的

て無視できない。それどころか、そもそも当該教科に
おいて何が学ばれなければならないのか、といった大
前提においても異論が様々ある。ビアクナーとツァップ
は、こうした状況に鑑みて、現状では芸術科に対しコ
ンピテンシー・モデルを開発し、その有効性を立証す
ることはできないと断定する。そして、まずもって「潜
在的なコンセンサス」の形成が先決であること、体系
的な研究の必要性などを指摘するのである39。ここで
ビアクナーとツァップ自身は、明らかにスタンダード化推
進論者として、つまり教育スタンダードの導入が教育
の機会均等と教育プロセスの最適化に資する手段で
あるという立場から記述を行っており、それゆえ、本
教科における理念的・思想史的研究や歴史的研究、
美学・芸術学的研究、実践研究における多様な蓄積
については特に立ち入って触れてはおらず、その意味
でその指摘はいささか公正さを欠くが、それでもなお
教育改革のただ中になって美的・感性的教育、わけ
ても芸術科がおかれている現状を理解するには有益
である40。

第３章　「美的・感性的諸教科」の教科内容と特性
に沿ったスタンダード化の可能性の模索―クリスチャ
ン・ロレの提言

　これまでのところでは、美的・感性的教育のスタンダー
ド化という問題に関して、その試みの経緯と、コンセ
ンサスづくりの困難さおよびその障害や原因などについ
て、かなり乱暴ながら俯瞰的な整理を試みてきた。こ
こであらためて惜しまれるのは、美的・感性的諸教科、
とりわけ芸術科のスタンダード化をめぐる議論に関して、
その存在意義を「Bildung」の本義に照らして理解
し、方向性を示そうと努める原理的な議論がさほど見
受けられないことである。つまり、現在および来るべき
時代において必要とされる「人間像」について議論
を展開し、その成果に照らし、そこから「人間形成」
のあるべき方向性を導出し、その文脈の中で各教科
の貢献を明確にしていく手続きである。教育内容や目
標の設定についても同様である。恐らくそうした議論
の不在が、ひいてはニダ＝リュメリンが指摘する「文
化的な根幹理念」の欠如とされる事態に繋がり、また
コンピテンシー志向の教育を目指す改革が、ともすると
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そもそも「それは、授業のクオリティの確保に何か有
益な貢献をなし得るのか」という問いである 56。教科
特性に対する十分な考慮と反省の欠落も看過しがた
い問題である。たとえば、読み書きといった「文化技
術（Kulturtechniken）」と違って、音楽の授業では

（もちろん、芸術科の授業でも）、いかなる内容もそれ
自体絶対に不可欠とは言い切れず、またその意味で、
最低でも身につけておかなければならない「基礎コン
ピテンシー（Basale Kompetenzen）」なるものがあ
るとも言えない。加えて、先の文化技術に関わる教科
のコンピテンシーと同じ仕方で、日々の生活をやりこな
すにあたって是非とも必要かつ有益なものとして、美的・
感性的なコンピテンシーを指し示すこともできない。生
活の中の問題解決のためのコンピテンシーとしてそれら
を引き合いに出すこともかなり難しい。こうしたことから、
「学習成果（learning outcomes）」の管理としての
スタンダード化という発想をそのままダイレクトに音楽の
授業に当てはめようとすると、教科のそもそもの存在様
態に対して齟齬を引き起こすことになる57。本来、こう
した認識を受け止めるところからしか美的・感性的教
科をめぐるスタンダード化の議論は始まらないはずであ
る。
　そこには他にも多くの問題が介在する。仮に何らか
の教育スタンダードを設定し、それに基づいた評価を
するにしても、たとえば音楽の授業の場合、単に個々
の授業だけを対象にしたのでは意味がない。というの
も、音楽科に関しては、学外の協力者との提携によ
る音楽イヴェントから、学内プロジェクトに至るまで、極
めて多彩な授業形態が育まれてきており、それらが一
体となって音楽科の教育内容を作り上げているからで
ある。したがって、教育成果を評価するにあたっても、
それらのすべてが考慮に入れられなければならない 58。
また、教育スタンダードを抽象的に規定している段階
では見えてこないにせよ、具体的にコンピテンシー・モ
デルをつくろうとすると、さらなる問題が露呈することに
なる。まず、もっぱら「ある特定の音楽文化の中での
みその役割を果たすような音楽に関わる知識や能力、
態度」を挙げることでコンピテンシー領域をつくってい
くというのは、普遍的で拘束力のあるスタンダードを設
定するには不適切である。さらに、具体的にテストの
ための課題をつくろうとすると、おのずと「特定の音楽
文化的な実践」に関わることが避けられなくなる。単
に「音楽を演奏することができる」などといった漠然と

経験に対して空間を開く」場として理解できるかどうか
に掛かっている 48。つまり、いかに美的・感性的経験
を豊かに育む事ができるかに掛かっているというわけで
ある。ここでロレが正しくも指摘しているように、ものご
との美的・感性的な意味の特性は「そこに関わって
いない、あるいはニュートラルなパースペクティブからで
はなく、ただ美的・感性的な経験が遂行される中での
み理解される49」というところにある。これは一般に「自
己関係性（Selbstbezüglichkeit）」と呼ばれる特性
で、「目的の自由（Zweckfreiheit）」と並んで、美
的・感性的教育の中核をなすとみなされてきたもので
ある 50。これに従えば、主体的に対象に関わることを
しないで、対象を理解するなどということは原理的にあ
り得ない。したがって、個々の経験の有り様は、その
経験に先立ってあらかじめ外部から客観的に規定する
ことはできない。美的・感性的経験それ自体は「計
算できるものでないばかりか、最善の教育学的・方法
論的な教育計画でもってしても保証され得るものではな
い 51」のである。
　さて、そもそも美的・感性的知覚が「遂行志向
的（vollzugsorientiert）52」なものであり、加えて、
かつてカントがその著書『判断力批判（Kritik der 
Urteilskraft）』の中で示したように、美的・感性的
な経験の本質の一つが、対象の実在性に対する「無
関心性（Interessenlosigkeit）53」にあり、対象を
概念にもたらすという意味での「認識」には関与せず、

「まったくいかなる［客観の］認識にも役立たない 54」
ものであるとすれば、概念的認識という意味での知的
理解という側面から美的・感性的教育を裁断しようと
するいかなる発想も、その本来の豊かさを汲み取るこ
とはできず、かえってそれを矮小化せずにはおかない
であろう55。それゆえ、モレンハウアーが念頭に置くよ
うな図像論理に基づく分析も、確かに美的・感性的
経験を側面からより豊かなものにすることには貢献でき
ても、これに取って代わることはできないのである。

　こうした議論から、ロレは、スタンダード化を軸とし
た現行の教育改革のあり方には当然ながら難色を示
す。ロレのみるところ、そこでは、美的・感性的教科
にとって最も根本的な二つの問題が今日に至るまで依
然答えられていない。すなわち、「そもそも美的・感性
的諸教科に教育スタンダードはあるべきなのか、そし
て、もしあるとすればそれはなぜなのか」という問いと、
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なく、美的・感性的な判断の「良さ」が根拠づけの
質に関して測られるという点にある。それは、個々の
作品・楽曲に対して、「考えうる解釈」と「不可能な
解釈」という更なる尺度をベースに組み立てられ、位
置づけられていく。この文脈において、ロレが念頭に
おいているのは、目下文学領域においてスタンダード
化を試みているフォルカー・フレーダーキング（Volker 
Frederking）の解釈論である。ロレは、そこに理論
的先駆を見ながら、その成果を音楽領域に持ち込む
ことを試みている。そして、自分の感情や情緒、経
験に基づきながら、自らの知覚や判断を説明し、自分
に対しても他者に対しても理解できるように伝える能力
を、（音楽の場合）「音楽に関わる美的・感性的な
論述コンピテンシー（musikbezogene ästhetische 
Argumentationskompetenz）」として示そうとするの
である61。　　

　このように、ロレの立場は、まずもって「美的・感性
的教育」の可能性とその意義に対する懐疑には屹然
と対峙し、スタンダード化への無批判な追随をも厳しく
諌める一方、「美的・感性的諸教科」の教科内容と
特性、とりわけ「自己関係性」をはじめとした原理を
十二分に考慮に入れた上で、スタンダード化が有意義
な成果をもたらしうる側面についてはその可能性を検
討しようとするものである。その際、クローズアップされ
たのが「美的・感性的判断能力」であった。ここで
肝心な点は、「いかなる美的・感性的な判断の根拠
付けも具体的な美的・感性的な経験に立ち戻ることな
しに済ませることはできない」という点である 62。すな
わち、ここでのアプローチの眼目は、ロレが冒頭にお
いて強調してもいるように、あくまで美的・感性的な経
験をより差異化し、多様で豊かなものとして育むことに
置かれており、それゆえ美的・感性的教育の本義に
繋がっていくようなものとして考えられているということで
ある。ロレの試みはあくまで限定的で部分的なものでし
かない。しかし、美的・感性的諸教科がスタンダード
化の議論を取り入れ、あるいはそこに接続しようとする
のであれば、こうしたスタンスによる一貫性が不可欠で
あるように思われる。そして、それは当然芸術科にも
当てはまる問題である。

した表記では、能力レヴェルの段階を伴ったコンピテ
ンシーの部分領域を設定することはできないのである。
その場合、その文化的公正さをどう保証するのかは、
決して容易い問題ではない 59。
　こうした事情に鑑みて、美的・感性的諸教科に関し
ては、教科内容をコンピテンシーの獲得によるスタンダー
ド化可能な領域とそうでないものに分けることで、教
育政策的な要請にも応え、教科としての自立性をも堅
持しようとする戦略が考えつかれうるかもしれない。測り
うるものの境界線は、まさに教科のただ中を走り抜ける
というわけである。しかし、この発想も、ロレの眼からは、
かえって難しい問題を抱え込むだけにみえる。というの
も、今度は測りうるものとそうでないものの関係が説明
できなくなってしまう可能性が出てくるからである60。
　
　では、そもそもコンピテンシー志向の授業は、美
的・感性的教科にとって無意味な企てなのであろう
か。これに対しロレは、「技能（life skills）」 概念
を「子どもたちの生活形成の要素として音楽を利用
し、彼らがその音楽的な環境世界で自らを方向づ
ける」ことができるような能力として捉え直すことで議
論の閉塞状況を打開しようとする。そして、その切り
札として「美的・感性的判断能力（Ästhetisches 
Urteilsvermögen）」と「 反 省 的な音 楽 の 趣 味

（reflexiver Musikgeschmack）」 の涵養を掲げる
ことで、接続の可能性を示唆する。それは、いずれも
「自らの音楽的な好みや傾向を、自らと他者に対して
理解可能にし、かつ根拠づけること」に関わるもので
ある。そもそも、「美的・感性的に根拠をもって論ずる

（ästhetisch zu argumentieren）」 能力は、等しく
美的・感性的諸教科に関わる教科横断型のコンピテ
ンシーであるといえる。
　ここで、ロレは、ブレーメン大学での試みをモデル
ケースとして挙げながら、一つのアプローチの可能性
を示す。それは、様々な楽曲の録音データの解釈に
ついての事例である。課題設定を通して子どもたちに
楽曲の印象や改善可能性について問いかけるのだ
が、その論述の際に、子どもたちがどれだけの、そし
てどのような視点を取り入れたか、どんな判断基準を
用いているのか、その基準を使いながら実感として理
解しうるように適切に説明できているか、といった段階
を追って分析を進めていくものである。留意されるべ
きは、その際の論述が正しいか間違っているかでは
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場合よりもいかによりよく教科の諸目標が達成されうるの
かが問われ、吟味されなければならないはずである。
　そして、その場合も、スタンダードによって教育内容
それ自体をすげ替えることを意味しないであろう。学校
教育が教育計画に基づく意図的・計画的活動である
以上、必要な技能や能力の獲得はいかなる教科にお
いてもある。しかし、それらが何のために必要とされる
のかという問いが視野から失われるやいなや、本末転
倒が起こることになる。ベネディクト・ルーフ（Benedikt 
Ruf）とミヒャエル・シュミット（Michael Schmitt）が
いみじくも指摘しているように、「本来の目標（Bildung）
と手段（コンピテンシー）の差異が消しとられる」とき、
それは単なる「還元主義（Reduktionismus）」に終
わることになる65。特に、美的・感性的諸教科の場合、
文化技術に関わる諸教科との特性の異なりから、こう
した議論がとりわけ不可欠となる。そして、その際には、
学校教育システムの中では完結しえない人間形成の
不断のプロセスとしての「Bildung 66」の本義に照ら
し導出されるそれぞれの教科の目標設定から、自ずと
要請されるような質的保証（管理ではなく）であって欲
しいと思う。

　なお、本論考では「Bildung」概念をめぐる近年
の論争について省みることはできなかった。また、そ
の中で「Bildung」概念とコンピテンシー概念との関
わり方などについても十分に立ち入って吟味することは
できなかった。とはいえ、美的・感性的教育の目標は、
その枠組みの中で改めて考察される必要がある。そ
れについては、また紙面を改めて論じていきたい。

結びにかえて

　美的・感性的諸教科、わけても芸術科のスタンダー
ド化にまつわるドイツでの議論、とりわけその当初の試
みにおいては、コンピテンシーの領域を設定し、その
内容を規定し、教育内容をスタンダード化する作業自
体が半ば自己目的とみなされてしまっていた感が否め
ない。教科としての存続をかけて、曲がりなりにも現行
の教育改革のドクトリンにしたがって体裁を整えることに
もっぱら腐心されていたかにみえる。それゆえ、コンピ
テンシーの領域の設定やその内容規定にしても、どこ
かしら後付け的な印象を与えずにはおかなかった。
　確かにドイツにおける芸術科の場合、当該教科
自体が担っている歴史的背景や構造的問題もあっ
て、教科としてのコンセンサスが育みづらい状況があっ
た。それゆえ、コンセンサスの形成が可能になるような
制度的準備がまずもって不可欠であることは論を俟た
ないであろう。しかし、クリーメ鑑定書すら「一般教
育の諸目標への関連づけなくしては、コンピテンシー
の要求など全くの恣意か単なる専門家の意見であろう
63」と書いているように、いかなるスタンダード化の議論
も、まずもって教育目標の十二分な吟味なくしては始ま
らないはずである。教科特性を矮小化した政策への
半ば一方的かつ自虐的な適応ではなく、その教科独
自の教育目標とあり方に即して自立的に引き出されたロ
ジックに基づくスタンダード化への歩み寄りがあってしか
るべきであろう64。つまり、内なる要請として、可能な
スタンダード化があるべきであろう。そして、ロレも指摘
しているように、スタンダード化することで、それがない

の分析に関しては、高橋英児「教育課程の国家
基準の開発に関する一考察−ドイツにおける
教育スタンダーズの開発から」『山梨大学教育
人間科学部紀要』第 10 巻（2009） pp. 195-205、
コンピテンシー概念の導入に関しては、吉田
成章「コンピテンシーモデルに基づくカリキュ
ラム改革と授業実践 : ドイツにおける諸州共
同版学習指導要領を中心に」広島大学大学院
教育学研究科教育学教室編『教育科学』、29 号

（2012）pp. 44-67 に多くを負っている。
Dolf Niehoff: Bildkompetenz. Begriffsklärung, 
Diskussionsstand und Probleme, in: Johannes 

「PISA ショック」後のドイツにおける教育改
革の概観については主として以下の諸論考を
参考にしている。久田敏彦「ポスト『PISA
ショック』の教育」久田敏彦監修ドイツ教授
学研究会編『PISA 後の教育をどうとらえるか 
− ドイツをとおしてみる』 八千代出版（2013）
pp. 1-30、原田信之「ドイツの教育改革と学力
モデル」『確かな学力と豊かな学力−各国教育
改革の実態と学力モデル−』（原田信之編）ミ
ネルヴァ書房（2007）pp. 77-103. また国家スタ
ンダードの策定の経緯とその問題点について
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近年では「感性論」としての美学の見直しと
いった新たな学術的潮流に鑑みて、より広義
に「感性的」という訳を使う場合も出てきて
いる。さらに、近代美学の最も重要な古典の
一つであるイマヌエル・カントの『判断力批判』
に登場する「Ästhetische Urteilkraft」という
概念についても、従来の「美的判断力」とい
う訳に換えて「情感的判断力」という訳語が
試みられもしている（イマヌエル・カント『判
断力批判（上）』（宇都宮芳明訳）以文社（2004）、
pp. 449-450 あるいは渡邊二郎『芸術の哲学』
筑摩書房（2009）pp. 371-372）。本論では、そ
うした動向を踏まえて半ば抱き合わせ的に「美
的・感性的」という訳で通している。
主として 2000 年の PISA テスト開始から 2008
年頃までの時代に限定されはするものの、芸
術教科における動向に焦点を絞った議論とし
て以下の拙論がある。清永修全「PISA ショッ
ク後の芸術教育の行方」久田前掲書所収、pp. 
135-160. 
本来であれば、ここでの「Bildung」という概
念は、生涯を通じて完結することなき不断の
プロセスという意味合いから「人間形成」と
訳したいところだが、後で触れるスタンダー
ド化などの用語との組み合わせから生じる不
都合を考えて、本稿ではあえて「教育」の訳
をあてがっておくことにする。
Wolfgang Klafki: Über Wahrnehmung und 
Gestaltung in der ästhetischen Bildung, in: 
Kunst+Unterricht, Heft 176 (1993), S. 28-29. な
お「鍵的問題」構想を中心としたクラフキの
教育学上のポジションとその見直しをめぐる
近年の議論や新たな可能性については、以下
の論考を参照のこと。高橋英児「現在・未来
を生きる子どもに必要な教育とは―PISA 後の
カリキュラム開発・授業づくりの課題」久田
前掲書所収、pp. 31-62. クラフキの「Bildung」
論に関しては、とりわけ pp. 33-37. 
Christian Rolle: Ästhetische Bildung durch 
Kompetenzerwerb? Über Probleme mit 
Standards und Messverfahren in den 
künstlerischen Fächern am Beispiel der 
Musik, Vortrag im Rahmen des 1. Kolloquiums 

Kirschenmann, Frank Schulz, Hubert Sowa 
(Hrsg.) Kunstpädagogik im Projekt der 
allgemeinen Bildung, München 2008, S. 239. 
Eckhard Klieme et al.: Bildungsforschung 
Band  1 .  Zur  Entwick lung  na t i ona l e r 
Bildungsstandards, Bonn/Berlin (BMBF) 
2007 (Unveränderter Nachdruck 2009), S. 72-
74. ULR: https://www.bmbf.de/pub/zur_
entwicklung_nationaler_bildungsstandards.
pdf［2015.10.16 閲覧］この概念が、ドイツ語
としていかに新しい流行に属するものである
かは、それをタイトルに掲げる書物の出版数
に跡づけることができる。1945 年以来 2002
年までにフランクフルトのドイツ図書館の所
蔵図書のうち 716 冊がそれに該当するが、そ
の内の 70％以上が最後の 7 年間に出版され
た も の で あ る と い う。Hans Dieter Huber: 
„Kein Bild, kein Ton? Wir kommen schon.“ 
– Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter, 
in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.) Was ist 
Bildkompetenz? Studien zur Bildwissenschaft, 
Wiesbaden 2003, S. 177-188. 
一連の教育改革を経て近年の PISA テストでは、
学校種間格差や移民の背景の有無による格差
などがいずれも縮小し、総じて低学力の生徒
の割合も減少する傾向にあり、それらは教育
スタンダード導入の成果と受け止められてい
る。こうして、教育内容のスタンダード化と
達成度のチェックによる質管理という発想は、
引き続きドイツにおける更なる教育政策のド
クトリンとして受け継がれていくことになる。
低学力対策をはじめとする近年の動向につい
ては、以下の論考を参照のこと。久田敏彦「ド
イツにとっての PISA」『人間と教育』（No. 84, 
December, 2014）pp. 30-37. 
Klieme et al.: ibid., S. 72. 
無作為にわずかな検索を試みてみるだけでも
Kompetenz als Bildung? (2012)、Bildung und 
Kompetenz (2012)、Kompetenz oder Bildung 
(2015) などといった比較的新しい出版年の本の
タイトルが陸続と続いて出てくる。

「ästhetisch」という形容詞は、従来「美的」や「美
学的」あるいは「審美的」と訳されてきたが、
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な い（Julian Nida=Rümelin: Wir sollten den 
Akademisierungswahn stoppen, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 01. 09. 2013, URL: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/portraets-
personalien/im-gespraech-julian-nida-ruemelin-
wir -so l l ten -den-akademis ierungswahn-
s toppen -12554497 .h tml［2015 .10 . 18 閲
覧 ］、Andreas Schleicher: Deutschland muss 
Ausbildung und Studium stärker verknüpfen, 
Deutchlandfunk vom 03. 09. 2013, URL: 
http://www.deutschlandfunk.de/schleicher-
deutschland-muss-ausbildung-und-studium-
staerker.694.de.html?dram:article_id=260160

［2015.10.18 閲 覧 ］）。 こ う し た 中 で、2014 年
5 月 5 日、ニューヨーク州立大学で教鞭を
とる教育学者ハインツ・ディーター・マイ
ヤー（Heinz-Dieter Meyer）が、カティ・ザ
へディ（Katie Zahedi）とともに執筆し、当
初 120 名 の 著 名 人 と と も に、 雑 誌『Global 
Policy』と『The Guardian』に相次いでシュ
ライヒャーに宛て、PISA テストを批判する公
開書簡を発表して国際的な波紋を呼び起こし
たことは、なお記憶に新しい。そこでのマイ
ヤーの指摘を俟つまでもなく、OECD はアメ
リカ合衆国が資金の半分近くを出資して結成
した経済団体であり、経済を越えた他の何者
にも倫理的な責任を負わない組織である。そ
れゆえ、彼らが自己の利害のために活動を展
開しているということは多いにあり得る。だ
とすれば、PISA テストがもたらした幾多の
ポジティブな成果にもかかわらず、ここに無
私なニュートラルさを期待するのはナイーブ
というものであろう。その意味では、マイ
ヤーの言う「教育政策的植民地主義」の批判
も、度の過ぎた誇張とばかりは言えない側面
がある。この問題に関しては、以下の諸論考
を参考のこと。Heinz-Dieter Meyer und Katie 
Zahedi: Offener Brief an Andreas Schleicher, 
OECD, Paris. URL: http://bildung-wissen.eu/
wp-content/uploads/2014/05/offener-brief-
schleicher-autoriserte-fassung.pdf［2015.10.19
閲 覧 ］、Heinz-Dieter Meyer: Kritik an Pisa-
Tests: "Bildungspolitischer Kolonialismus", 

Fachdidaktik zum Thema „Bildungsstandards 
und Kompetenzen aus überfachlicher Sicht

“ des Zentrums für Lehrerbildung an der 
Universität des Saarlandes am 26. 1. 2011, S. 1. 
URL: http://www.uni-saarland.de/fileadmin/
user_up load/Einr ichtungen/zf l/PDF_
Fachdidaktik/C.Rolle_aesthetische_Bildung_
durch_Kompetenzerwerb.pdf［2015.10.16 閲覧］
Humanismus als Leitkultur (2006)、Philosophie 
e i n e r  humanen  B i l dung  ( 2 0 13 )、Der 
Akad em i s i e r u ng swahn  –  Zu r  K r i s e 
berufl icher und akademischer Bildung 
(2014)、Auf dem Weg in eine neue deutsche 
Bildungskatastrophe（Klaus Zierer との共著）
(2015) などがある。
Ju l i a n  N i d a - Rüme l i n ,  K l a u s  Z i e r e r : 
Auf  dem Weg in  e ine neue deutsche 
Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme 
Wahrheiten, Freiburg 2015, S. 31. 「文化的な根
幹理念」の欠如に対する批判としては、他に
も同じ著者の以下の論考を参照のこと。Julian 
Nida-Rümelin: Zur kulturellen Dimension der 
Bildung, in: Elif Özmen (Hrsg.) Humanismus 
als Leitkultur. Eine Perspektivenwechsel, 
München 2006, S. 23-27. ここでのニダ＝リュ
メリンの、今や半ば聞き飽きた感もある教育
改革のネオ・リベラリズム的性格に対する批
判も、決してイデオロギー化されたセクト的
発想とはいえない部分がある。たとえば、ニ
ダ＝リュメリンは、OECD による教育への
コミットメントの背後に「比較可能な卒業修
了証のグローバルマーケット」を形成せんと
する意図を見て取り、批判するのだが、実
際、パリの OECD 本部で「PISA テスト」の
インターナショナル・コーディネーターを務
め、実質的な PISA テストの産みの親でもあ
るアンドレアス・シュライヒャー（Andreas 
Schleicher）は、ニダ＝リュメリンの批判に
は一瞥をくれながらも「労働市場における
需 要（der Bedarf am Arbeitsmarkt）」 こ そ
が、大学教育制度も含め、教育システムの改
善を検討する際の「最良の尺度（Das beste 
Maß）」であることを繰り返し主張して譲ら
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URL: http://www.spiegel.de/schulspiegel/pisa-
und-bildungspolitik-interview-mit-heinz-dieter-
meyer-a-969330.html［2015.10.19 閲覧］、ハイ
ンツ−ディエター・マイヤー（鈴木大裕訳）

「PISA の今後を考える―公開書簡あとがき」
『人間と教育』（No. 84, December, 2014）pp. 
62-62.
Nida-Rümelin, Zierer: ibid., S. 22, 97. ちなみに
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の結果、各州の芸術科におけるスタンダード
化に対する受け止め方はもちろんのこと、コ
ンピテンシー領域の設定や各種能力の規定に
おいても著しい相違が見られることを認めて
いる。それは、上述の展開が決して特殊な例
ではないことを裏付けている。Wagner,  Zapp: 
a. a. O., S. 3-6.
Birkner, Zapp: a. a. O., S. 139-140.
Klieme et al.: ibid., S. 62ff.
Birkner, Zapp: a. a. O., S. 146-147. ヴァーグナー
とツァップは、今後も各州で引き続きコンピ
テンシー指向のスタンダード化に基づく芸術
科の教育計画の改訂はなされていくことにな
るとしながらも、それらは「学問的裏付けも、
教科としてのコーディネートも欠いたまま」
に終わるのではないかと嘆息する。Wagner,  
Zapp: a. a. O., S. 7.
芸術科のスタンダード化に関する展開として
ビアクナーとツァップが挙げている重要な
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Programm」によって支援されている、ヨー
ロッパ 11 カ国のスタッフからなる研究グルー
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Literacy）」の活動があるが、ここではドイツ
での展開に焦点を絞る必要から特に立ち入ら
ないものとする。Birkner, Zapp: a. a. O., S. 149.
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何ら問題にならない事実を指摘する。それゆ
え、コンピテンシーは内容を度外視しても訓
練しうるものであり、こうした状況下では「教
科内容」には二次的な意味しか付与されるこ
とがなく、こういうシステムが適用され続け
た場合「教育内容（Bildungsinhalte）」が失わ
れていきかねないことを危惧している。つま
り、教育内容の文化的・歴史的価値が必ずし

がりとその射程を知るにあたって有益である
のみならず、知識や技能の獲得のみに固執し
ないオルタナティブとしてのルードヴィッヒ・
ドゥンカー（Ludwig Duncker）らによる「像
リテラシー」のコンセプトなどについても知
見をもたらしてくれる。
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Manfred Blohm: Bi ldkompetenzen und 
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Birkner, Zapp: a. a. O., S. 139. こうした展開の
中で、今度は、スタンダードとしての体裁が
比較的整えやすい「画像コンピテンシー」への
偏りが生じてきていることを指摘する批判も
出てきている。その一方で、従来の造形活動の
意義が過小評価されつつあるという。Jochen 
Krautz: Kompetenzorientierung und ihre 
Folgen. Stellungnahme zur Entwurfsfassung 
des Kernlehrplans Kunst (Sekundarstufe II) 
für Nordrhein-Westfalen, in: BDK-Mitteilungen 
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Ibid., S. 139-140. 2003 年以来、各州は次々と学
習指導要領の改訂に着手しており、芸術科に
ついても例外ではない。そして、それらは概
ね「コンピテンシー指向」のものに改められ
ているという。エアンスト・ヴァーグナーと
ツァップは、2004 年から 2012 年にかけて改訂
を行った州の中から特にバイエルン州やハン
ブルク州など５州を取り上げ、その指導要領
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ち な み に オ ッ ト ー は、 と り わ け 1987 年 以
来、「 合 理 性（Rationalität）」 の 多 元 性 を め
ぐる時代の議論に接続しつつ「美的・感性的
合 理 性（Ästhetische Rationalität）」 と い う
理念を掲げ、それを軸に美的・感性的教育の
新たな正統性の主張を試み、また「Bildung 
」論に関しては、ディートリッヒ・ベンナー

（Dietrich Benner） ら の 非 肯 定 的 教 育 理 論
（nicht-affirmative Bildungstheorie） の 流 れ、
わけてもその「人間的総合実践（menschliche 
Gesamtpraxis）」の概念に「Bildung」 概念と
美学概念を橋渡しする可能性を見い出してい
る。これについては以下の文献を参照のこ
と。Gunter Otto: Rationalität kann ästhetisch 
sein. Über Ästhetische Erziehung im Kontext 
der Erziehungswissenschaft und um Blick 
auf ästhetische Rationalität (1997), in: Lernen 
und Lehren zwischen Didaktik und Ästhetik, 
Bd. 1, Ästhetische Erfahrung und Lernen, 
Seelze 1998, S. 69-78. 特に S. 73 以下、Gunter 
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verpasst oder verweigert (1997), in: Lernen 
und Lehren zwischen Didaktik und Ästhetik, 
Bd. 1, Ästhetische Erfahrung und Lernen, 
Seelze 1998, S. 227-284. 特 に S. 282 以 下 参
照。また Gunter Otto: Argumentationsfiguren 
zum Verhältnis von Bildungstheorie und 
ästhetischer Theorie, in: Lernen und Lehren 
zwischen Didaktik und Ästhetik, Bd. 3, 
Didaktik und Ästhetik, Seelze 1998, S. 51-68.
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鳴り響きながら動く形式［エドゥアルト・ハ
ンスリックの用語で音楽のこと：清永］の記
号に対しては、ある芸術作品が経験可能なら
しめているものを私が理解しているというこ
とを保証してくれるいかなる語頭音のリスト

（Anlauttable）もない」。Rolle: a. a. O., S. 3. な
お、モレンハウアーによる当該概念について
の手際のよいまとめとしては以下の論考を参
照のこと。中居舞子「モレンハウアー美的人
間形成論における『美的識字化』の意義」『教
育学研究紀要』（CD-ROM 版）中国四国教育学
会、第 57 巻（2011 年）、pp. 628-633 また、モ
レンハウアーの美的・感性的教育論の全体像
の把握に関しては、野平慎二「〈美的なもの〉
と陶冶−Ｋ・モレンハウアーの美的陶冶論に
ついての考察」『琉球大学教育学部紀要』第 48
集（1996 年）、pp. 255-267 が参考になる。
Rolle: a. a. O., S. 2 モレンハウアーに対するロ
レの批判はすでに90年代に遡る。そこでは、「教
育学のプロジェクト」を「明確な悟性概念と、
信頼しうる倫理的行為の方向性」において集約
しようとするモレンハウアーの教育学理解の
狭隘さと、その非合理主義的で偏った美学理
解が批判の俎上に乗せられている。Christian 
Rolle/ Jürgen Vogt: „Ist ästhetische Bildung 
möglich? Eine Herausforderung, mehrere 
Entgegnungen und viele Fragen", in: Musik 
und Unterricht 34, 1995, S. 56-59.
Rolle: a. a. O., S. 2. 
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尺度に達成された成果を測る方法以上に、む
しろ個々の生徒や同僚からの聞き取り、学校
開発プログラムに基づく評価のあり方を高く
評価している。また、美的・感性的教育に
関する教育システムの質について考える場合、
専門の教室や各種備品などの環境設備等も重
要なファクターとなることから「学習機会ス
タンダード（opportunity to learn standards）」
を尺度にした評価も、質の管理にとって不可
欠なものとして支持している。
  Rolle: a. a. O., S. 6. つまり、縦笛でクリスマ
スソングが上手に吹けるということが、だか
らといってドラムでロックが十分に演奏がで
きることを意味しないし、コンピュータでテ
クノ・サウンドがある程度まともに制作でき
るからといって、ヴィヴァルディの一節をク
ラスで演奏するにあたって鉄琴パートが引き
受けられるということにはならない。そうロ
レは説明する。
Ibid., S. 6.
Ibid., S. 9-11.
Ibid., S. 12.
Klieme et al.: ibid., S. 23.
たとえば、ヴァーグナーとツァップは、芸術
科のスタンダード化に対し懐疑的な研究者達
に対し、それに代る代案を提示し得ていない
としてその無責任さを批判するのだが、その
彼らの議論は、やはりどこか現状追認・適者
生存的な論述に終始している感が否めず、説
得力のある「原理原則」を示せていないことが、
懐疑論者をますます遠ざける結果になってい
るのではないかと思われる。Wagner,  Zapp: a. 
a. O., S. 6-7.
Ruf, Schmitt: a. a. O., S. 73. ク リ ー メ を は じ
めとする教育スタンダードの理論家の議論に
みられる「客観的な操作可能性（objektive 
Operationalsierbarkeit）」の意図とそのことへ
の執着を批判的に分析するルーフとシュミッ
トは、もし「Bildung」とコンピテンシーが
最終的に同一のものを指し、かつ後者が測定
可能なものであるとすれば、「Bildung」概念
は調整作用（Korrektiv）としての可能性を失
うことになり、「Bildung」がそのような操作

テンシーの査定もなされることにはなってお
らず、そこには終始二義的ないし間接的な意
味しか認められていない。つまり「学習者の
構成的な自己関係性はシステマティックに除
外されている」というわけである。
Rolle: a. a. O., S. 4. 
Ibid., S. 4. 
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft [1790], 
Köln 1995, S. 58（前掲邦訳 p. 88）. 趣味判断の
第二契機である。なお、カントの美的・感性
的判断の４つの契機についてのコンパクトな
整理と批判的解釈については、佐々木健一「美
的判断」『美学辞典』東京大学出版会（2008）（初
版 1995）p. 201 以下の論述を、また「無関心性」
については、同書「美的態度」の項から p. 183
以下を参照のこと。
Kant: ibid., S. 61（前掲邦訳 p. 92）.「ひとがさ
まざまな客観をたんに諸概念に従って判定す
るときには、美の一切の表象は消失する。そ
れゆえ、誰かがそれに従ってあらゆるものを
美しいと承認するように強制されるようない
かなる規則もまた存在することはできない。
ひとはある衣服や家や花が美しいかどうかに
ついて、自分の判断を、いかなる根拠や原則
によっても説得させられることはない。」（Kant: 
ibid., S. 73、前掲邦訳 p. 114）
カントは「美は、人間にのみ、つまり動物的
ではあるがそれでも理性的な存在者、しかし
またたんに理性的（たとえば霊）ではなく、同
時に動物的である理性的存在者にのみ、通用
する。」（Kant: ibid., S. 65、前掲邦訳 p. 101）と
書くが、問題は、こうした美しいもの・感性
的なものに対する感受性がもっぱら人間にの
み妥当する人間学的にみて根源的な特性であ
り、それゆえ、いわば「人間性」の発露ともなっ
ており、したがって、それを育むことは「人
間性」の追求にとって不可欠な課題であると
いうことである。
Rolle: a. a. O., S. 4. 
Ibid., S. 4 および S. 7.
Ibid., S. 5. とはいえ、美的・感性的諸教科にお
ける授業の評価が重要であることには論を俟
たない。これに対しロレは、スタンダードを

59

60

61

62

63

64

65

51

52

53

54

55

56

57

58

16



を射るものである。こうした文化的ハビトゥ
スが、学校教育の内部での学習や教育的操
作で完結する活動ではないことは自明であろ
う。ピエール・ブルデューのような社会決定
論に与しないのであれば、こうしたハビトゥ
スの育成をも射程に入れた美的・感性的教育
論は、全生涯を射程に入れた人間形成論と
しての「Bildung」の観点からのみ根拠付け
う る よ う に 思 わ れ る。Kulturstaatsminister: 
Deutsche Museen sind populär als Bundesliga, 
vom 10.09.2013, URL: http://www.focus.de/
regional/mecklenburg-vorpommern/museen-
kulturstaatsminister-deutsche-museen-sind-
populaerer-als-bundesliga_aid_1096471.html

［2015.11.01 閲覧］

可能性に対しいかなる抵抗もなしえない概念
だとすれば、それは結果としていかなる批判
的機能も果たす事はできなくなると述べてい
る。Ruf, Schmitt: a. a. O., S. 73-74. そして、こ
うした「操作に対する絶対的な要求（Absolute 
Operationalisierungsansprüche）」が掲げられ
る限り、美的・感性的教科は、根本的な矛盾
を抱え続けることになるのである。
あまり知られていないことではあるが、ドイ
ツでは、１年間に美術館・博物館（Museen）
を訪れる人の総数は、サッカー場を訪れる人
の総数をはるかに凌ぐ。ちなみに、2013 年の
ブンデスリーガ入場者が約 1350 万人であるの
に対し、美術館・博物館のそれはのべ１億人
を超えている。「美術館・博物館は、我々のア
イデンティティの真の宝庫（Schatzkammer）」
と言った時の文化大臣ベアント・ノイマン

（Bernd Neumann）の弁は、その意味で正鵠
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